
 

 

平成 31年度全国健康保険協会事業計画（案）の検討状況について 

 

○下記の項目について、第 95 回運営委員会でお示しした内容からの変更を検

討中。 

 

【変更箇所】 

Ⅲ．主な重点施策  

（２）戦略的保険者機能関係 

④ 地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意

見発信〈Ⅰ〉 

ⅲ）外部への意見発信や情報提供 

 ・新経済・財政再生計画 改革工程表 2018 及び今後策定される予定

の社会保障制度改革の「行工程表」についてが策定された場合には、そ

の具体化に向けた議論の中で必要な意見発信を行う。 

 

【変更理由】 昨年 12 月 20 日の経済財政諮問会議で決定された「新

経済・財政再生計画 改革工程表 2018」について、協会の運営に影

響する内容が盛り込まれているため追記するとともに、全体の表現を適

正化。 
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第 16 回未来投資会議・まち・ひと・しごと創生会議・経済財政諮問会議・規制改革推

進会議合同会議（平成 30年 11月 26日）に係る抜粋資料 

 

 

茂木内閣府特命担当大臣記者会見より抜粋 

○ 総理からは、Society5.0 の実現、最大のチャレンジである全世代型社会保障への改

革、地方施策の強化の３本柱で、未来を見据えた構造改革に取り組んでいく。本日整

理した論点について、与党の意見もしっかり聞きつつ、３年間の工程表を含む実行計画

を来年の夏までに決定したい、という御発言・指示がありました。 

 

 

資料１ 経済政策の方向性に関する中間整理抜粋 

 

第 1章 はじめに 

 

 本中間整理の位置付けは次の通りである。第４章については、与党からの提言（自由

民主党「消費税率引上げに伴う対策について」（平成 30年 11月 20日）及び公明党

「消費税率引き上げに伴う影響緩和策に関する提言」（平成 30年 11 月 16日））を

踏まえ、政府で策定した。第２章、第３章、第５章については、今後の経済政策の方向

性に関して、関係する主要会議（未来投資会議、まち・ひと・しごと創生会議、経済財政

諮問会議）が、現時点での検討の論点について中間的な整理を行ったものである。 

 政府においては、第２章及び第３章は来夏の決定に向けて、第４章及び第５章は来

年度の予算編成過程における決定に向けて、与党の意見をしっかり聞きつつ、検討を深め

ていただきたい。第６章は、規制改革推進会議第４次答申（平成 30 年 11 月 19 日

決定）を記したものである。 

 

 

第 2章 成長戦略の方向性 

 

（２）全世代型社会保障への改革 

 生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者に働く場を準備する。併せて、新卒一

括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革につい
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て、検討を来夏に向けて継続する。また、人生 100 年時代をさらに進化させ、寿命と健康

寿命の差を限りなく縮めることを目指す。現役時代から自らの健康状態を把握し、主体的

に健康維持や疾病・介護予防に取り組み、現役であり続けることができる仕組みを検討す

る。 

 

２．全世代型社会保障への改革 

 全世代型社会保障への改革は安倍内閣の最大のチャレンジである。 

 生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者の皆さんに働く場を準備するため、65

歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を来夏に向けて継続する。この際、個人

の希望や実情に応じた多様な就業機会の提供に留意する。 

 あわせて、新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用

制度の改革について検討を行う。 

 健康・医療の分野では、まず、人生 100 年健康年齢に向けて、寿命と健康寿命の差を

できるだけ縮めるため、糖尿病・高齢者虚弱・認知症の予防に取り組み、自治体などの保

険者が予防施策を進めるインセンティブ措置の強化を検討する。 

 

③疾病・介護予防（保険者の予防措置へのインセンティブ）及び次世代ヘルスケア 

（「いつでもどこでもケア」） 

（施策の検討の方向性） 

  以下の項目等について、来夏に向けて検討を継続する。  

 

（１）疾病・介護予防 

 病気の予防については、国民健康保険の保険者努力支援制度や健康保険組合の後

期高齢者支援金の加減算制度の見直しを図り、保険者の予防措置へのインセンティブの

大幅な強化を検討する。さらに、介護の予防についても、介護事業者等に対するインセンテ

ィブ措置の強化を検討する。 

 

（保険者へのインセンティブ措置の大幅な強化） 

・ 国民健康保険の保険者に対する保険者努力支援制度について、指標の見直し等を行 

い、保険者に予防・健康づくりに取り組むインセンティブを強化するとともに、財源を含めて

予算措置を検討する。 

・ 健康保険組合の予防・健康事業の取組状況に応じて、後期高齢者支援金を加減算
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する制度について、指標の見直し等を行い、保険者に予防・健康づくりにより積極的に取

り組むインセンティブを強化することを検討する。その際、保険者が、糖尿病性腎症の重

症化リスクのある者に対し、医師と連携して、保健師等によって濃密に介入するなどの先

進的な取組の横展開が進むよう留意する。 

・ 糖尿病予備群を対象に、日々の歩数、体重、血圧等を計測し自己管理するとともに、

保健師等が行動変更を促すといった実証事業が行われているが、その成果を踏まえ、適

切な方策を検討する。 

・ 医療機関と保険者・民間事業者（スポーツクラブ等）が連携し、医学的管理と運動・

栄養等のプログラムを一体的に提供し、個人の行動変容を促す仕組みを検討する。 

・ 個人が自発的に予防・健康づくりに取り組むことを推進するため、個人のヘルスケアポイ

ントの付与等に保険者が取り組むインセンティブが強化されるよう、見直しを図る。 

・ 以上のインセンティブ措置の指標の見直しに際しては、エビデンスに基づき予防・健康事

業の効果検証を行う。 

 

（個人の予防・健康づくりに関する行動変容につなげる取組の強化） 

・ 特定健診等の各種健診について、その結果の通知が、個人の行動変容につながるよう、

ナッジ理論も活用しつつ、全体・平均値との比較や将来予測（ＡＩやビッグデータ等も

活用）等といった通知情報の充実を検討する。 

・ 野菜摂取量増加に向けた取組等健康な食事・運動・社会参加の取組の強化など、健

康づくりに向けた環境整備を図る。 

 

（疾病の早期発見に向けた取組の強化） 

・ がんの早期発見を推進するため、より精度の高い検査方法に関する研究・開発を推進

するとともに、検診率の向上に向けた取組を検討する。 

・ 早期診断方法が確立されておらず、有効な治療法も少ない難治性がんについて、血液

や唾液等による検査などの簡便で低侵襲な検査方法を開発する。 

・ 重症の歯周病を放置すると、糖尿病が発症する可能性があるとの指摘がある。現在 10

歳刻みで行われている歯科健診の機会の拡大、保健指導の充実とともに、歯科受診が

必要な者については歯科医療機関への受診を促すなどの方策を検討する。 

・ 個人が自らの健康状態を把握し、疾病を早期発見するため、医療用検査薬の一般用

検査薬への転用に向けた手続きの改善を検討する。 
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（フレイル（高齢者虚弱）対策・認知症予防） 

・ 介護予防や認知症予防として、高齢者の閉じこもりをなくし、外部と交流する環境を作

ることが重要である。このため、身近で歩いていける範囲に運動を行う機会の大幅な拡大

を図ることや、介護予防と保健事業（フレイル対策）との一体的実施を検討する。これ

らを推進するため、介護保険制度や医療保険制度のインセンティブ措置を活用し、財源

の確保を含めて予算措置を検討する。 

・ デイサービス事業者に対して、利用者の平均的な日常生活動作の維持又は改善度合

いに応じた介護報酬の加算により、インセンティブ措置の強化を検討する。 

 

（投資家による健康経営へのシグナル） 

・ 企業と保険者が連携して取り組む健康経営を一層推進するため、資本市場が健康経

営を適切に評価するために必要な環境整備について検討する。 

 

（２）次世代ヘルスケア（「いつでもどこでもケア」） 

（オンライン医療の推進） 

・ オンライン診療について、本年４月の診療報酬改定により、新たに「オンライン診療料」が

創設されたが、次期改定に向けて、オンライン診療料の普及状況を調査・検証し、安全

性・有効性が確認された疾患については、オンライン診療料の対象に追加することを検討

する。また、オンライン診療の実施方法や実施体制等の要件についても、オンライン診療

の適切な普及・促進に向けて必要な見直しを検討する。 

・ 診療から服薬指導に至る一連の医療プロセスを一貫してオンラインで受けられるよう、オ

ンラインでの服薬指導について、その提供体制の整備や法制的な対応も含めて検討を

進める。 

 

（複数の医療法人・社会福祉法人の合併・経営統合等） 

・ 経営の安定化に向けて、医療法人・社会福祉法人それぞれの経営統合、運営の共同

化の方策や、医療法人と社会福祉法人の連携方策を検討する。 
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第５章 財政運営の方向性 

 

（国・地方の財政状況等） 

安倍内閣では、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、新経済・財政

再生計画を定め、2025 年度の国・地方を合わせたプライマリー・バランスの黒字化を目指

すと同時に債務残高対 GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持することとしている。   

2018 年度の国・地方の財政状況については、企業収益が過去最高を更新しており、

税収の着実な伸びが見込まれる。一方、来年に消費税率引上げを控える中、世界経済

の動向など先行きに十分に目配りし、経済の回復基調をしっかりと持続させる必要がある。

こうした状況を踏まえ、第 2次補正予算を編成することとしている。  

 

（新経済・財政再生計画に沿った予算編成） 

 2019年度から 2021年度の「基盤強化期間」においては、高齢者数の伸びが鈍化する

と見込まれる一方、国民的な関心事となっている防災・減災、国土強靭化をはじめとする

安心安全の確保等も強化する必要があり、新経済・財政再生計画に沿って歳出改革等

に向けた取組を加速・拡大していく必要がある。 

 平成 31 年度（2019 年度）予算は、同計画で位置づけられた基盤強化期間の初年

度となる予算であり、今後とりまとめられる「平成 31 年度予算編成の基本方針」に基づき

歳出改革等に取り組み、同計画に沿った予算編成を行う。また、年末に向けて、歳出改

革の重要課題の方向性や歳出の目安の明確化・具体化に取り組んでいく。 

 

（新たな改革工程表） 

 新たな改革工程表には、継続して取り組むべき歳出改革等を盛り込むほか、基本方針

2018 に盛り込まれた主要分野ごとの重要課題への対応とそれぞれの改革工程を具体化

し反映するとともに、行動変容に働きかける取組を加速・拡大する観点から、以下の点を具

体化するよう検討する。また、2019 年度・2020 年度における臨時・特別の措置について

は、その目的から別途進捗管理していくことを検討する。 

・ 成果をより定量的に把握できる形に KPI を見直すこと 

・ 歳出効率化や経済効果の高いモデル事業について、所管府省庁が責任を持って戦略

的に全国展開を進めること。 

・ 地域差や取組状況等を見える化し、改革努力の目標としても活用すること 

・ こうした取組への予算の重点配分を推進すること 
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